
令和４年度定時総会（決議の省略による） 

 

新型コロナウィルス感染症をめぐる各般の状況に鑑み、当初予定していた対面での令

和４年度定時総会の招集は適切でないことから、書面により定時総会を開催いたしまし

た。 

総会では、次の提案事項及び報告事項の全部について、すべての社員の皆様から同意

の意思表示をいただき、総会の決議があったものとみなされ、また、総会への報告があ

ったものとみなされました（令和４年６月 20 日付け）。 

 

  審議事項 

   役員の報酬及び費用に関する規程の一部改正 

    常勤役員の報酬年額上限を現行３００万円から３６０万円に改める。 
地方公共団体の職員である常勤役員の報酬年額上限を現行３００万円から３６０

万円に改める。 
 
  報告事項 

・令和３年度の業務報告と決算 

   ・令和４年度の事業計画と収支予算 

・第２次経営改革プランの実施状況 


